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　 　 　 　 　 私たちは日 「々   挑 戦 」 し
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お わ り に

は じ め に

有隣協会は 、 昭和2 8 年7 月2 0 日に 設立 し 、

生活困窮者に 対し て 衣食住を 支援 す る

民設民営の 宿泊所「 春風寮」 の 運営を 始め ま し た 。

そ の 後も 生活困窮者支援を 中心に 事業拡大し

現在で は ８ 種の 事業 を １ ９ ヶ 所の 拠点 で 運営 し て お り ま す 。

し か し 、 こ れ ま で の 有隣協会の あ ゆ み は

決し て 順風満帆で あ っ た も の で は あ り ま せ ん 。

古く は 施設建設な ど の 事業の 立ち 上げ の 際に

『 生活困窮者へ の 理解』 『 難航す る 金策 』

『 体系化さ れ て い な い 生活困窮者へ の 支援』 な ど 、

様々な 困難の 中で 手探 り 状態の 運営を 余儀な く さ れ た 時代が あ り ま し た 。

そ し て 、 様々な 困難に 対し て 、 そ の 時々 の 職員・ 役員が 一丸と な り

不断な る 努力を 重ね 、 時 に は 私財 を 投じ 、

地域・ 社会と の 関わ り と 協力を 得な が ら 今日 に 至っ て お り ま す 。

有隣協会は 、 そ の 不断の 努力 と 、 協力 に よ り 、 路上生活者対策事業、

更生施設、 養護老人ホ ー ム を は じ め 、

「 障 が い 福祉」 「 高齢福祉」 「 地域福祉」 な ど の

多様 な 事業に 携わ る ま で に な り ま し た 。

多様な 知識 と 経験を 有す る 職員集団「 ヒ ト 」 の 力を 最大限 に 活用し 、

こ れ ま で 有隣協会に 携わ っ て き た 諸先輩方や 関係者に 恥じ ぬ よ う 努力 し

そ の 職員 が 福祉の 主た る 担い 手と し て 、

未だ 地域 に 潜在し て い る ニ ー ズ に 対し い ち 早く 気付 き 、

そ の 課題 を 解決し て い き ま す 。

今後、 有隣協会は 『 変 革 』 と 『 挑 戦 』 を 基本姿勢と し

職員・ 役員が 知識 と 経験を 共有 し な が ら

“組織的経営 ”と “職員の 資質向上 ”を 推進し ま す 。

そ し て 、 有隣協会が 一丸 と な っ て 中期ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 進め

「 よ り 多く の 人と 、 よ り 多く の 地域 の 幸せ の 実現」 に 向け て 取り 組ん で ま い り ま す 。

平成2 8 年1 1 月

社会福祉法人 有隣協会

理事長 小又 正幸
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１ 有隣協会の理念

「徳は孤ならず、

必ず隣あり」

～徳のある人物は孤立しない、

必ず共鳴者が現れてくる～

２ 有隣協会のあゆみ

有隣協会は設立から 60年以上、 「 徳は孤なら ず、 必ず隣あ

り 」 （ "人はひと り で生きていく も のではなく 、 喜び悲し み

を分かち合いないがら 共に助け合っ て生きるも のである"）

を法人理念と し て掲げ「 すべての人が健全で安ら かな生活

を送るための支援」 を進めています。 全職員がこ の法人理

念に共感し ながら 、 地域・ 家族・ 法人に関わるすべての人

に対し 、 法人理念の実現に向けて取り 組んでいき ます。

（ １ ） 春風寮 の 設立

当法人は、 昭和28年7月20日に『 社会福祉法人有隣協

会』 を 設立し 、 生活困窮者に対し て衣食住を 支援する

民設民営の宿泊所「 春風寮」 の運営を 始めま し た 。

（ ２ ） 山谷対策事業と 山谷地域に お け る 支援

春風寮の運営と 共に、 昭和51年よ り 「 山谷対策越年越

冬用施設」 の受託を 続け、 「 更生施設に準ずる 施設」 と

し て「 潮見寮」 を 運営し 、 現在は通年の「 更生施設さ ざ

なみ苑」 と し て運営し ています。 さ ら に、 平成１ ４ 年４

月には山谷地区に、 台東区と 荒川区の方を 対象と し た直
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策定の目的

営施設「 養護老人ホーム千寿苑」 を 開設し まし た。

（ ３ ） 路上生活者の 支援

平成6年には「 路上生活者冬期臨時宿泊事業」 を 受託

し 、 こ の事業が平成10年の「 暫定自立支援センタ ー」 、

平成12年以降の都区共同事業の路上生活者対策事業で

ある 「 自立支援セン タ ー」 「 緊急一時保護セン タ ー」

と 事業整備がさ れ、 今日で はそ の機能が統合さ れた

「 自立支援センタ ー」 の受託を 続けていま す。

（ ４ ） 地域に 根ざ し た 支援

平成20年以降、 法人本部のある大田区を中心に「 大田区

老人い こ いの家」 「 元路上生活者地域生活安定支援

事業」 を 受託し 、 「 居宅介護支援事業所」 「 訪問介

護 事 業 所 」 も 運営す る な ど 、 高齢や障がい と い っ

た分野に限定し ない地域福祉の取り 組みも 進めています。

※１ 更生施設： 生活保護法第 38 条第 3 項に基づく 保護施設で「 身体上及

び精神上の理由により 養護及び生活指導を必要と する要保護者を入所さ せ生

活扶助を行う 」 こ と を目的と し た施設。

※2 養護老人ホーム： 65歳以上の方で、 環境上の理由及経済的理由によ

り 居宅において養護を受けるこ と が困難な方が入所する施設であり 、 その高

齢者の自立し た生活を営み、 社会的活動に参加するために必要な指導及び訓

練その他の援助を行う 措置施設。

※3 訪問介護事業所： 身体上または精神上の障害のため日常生活を営むの

に支障がある方に対し 身体の介助や生活支援により 、 日常生活の援助を行う 。

※4 居宅介護支援事業所 : 居宅介護支援は、 利用者が可能な限り 自宅で自

立し た日常生活を送るため、 ケアマネジャ ーが、 ケアプラ ンを作成し 、 その

プランに基づいて適切なサービスが提供さ れるよう 、 事業者や関係機関と の連

絡・ 調整を行う 。

※5 路上生活者対策事業： 路上生活者の一時的な保護及び就労による自

立など、 路上生活から社会復帰に向けた支援を行う ため、 特別区と 東京都が共

同し て実施する事業。

※6 大田区老人いこ いの家： 地域高齢者の教養の向上と レクリ エーショ ン

等のための場を提供し 、 心身の健康増進 を図ること を目的と し た施設。

※7 娯楽室： 山谷地域の日雇い労働者の方たちに健全な娯楽と 一時の休憩

場所を提供する施設。
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宿泊所

更生施設

養護老人ホーム

訪問介護　 　・ 障がい福祉サービス事業所

居宅介護支援事業所　 　・ 障がい福祉サービス事業所

居宅介護支援・ 訪問介護事業所

昭和28年7月～現在

平成11年8月～現在

平成14年4月～現在

平成18年10月～平成25年4月

平成25年4月～現在

平成27年7月～現在

塩浜寮

大井寮／大田寮／なぎさ寮

潮見寮

大田寮

北新宿寮／さくら寮

さくら寮

新宿寮

大田寮

渋谷寮

荒川寮

有隣協会相談センター

世田谷寮

品川寮

文京寮

浜川荘

目黒寮

台東寮

新井宿老人いこいの家

大森中老人いこいの家

東糀谷老人いこいの家

山王高齢者センター

入新井老人いこいの家

蒲田生活福祉課内

中馬込老人いこいの家

大森東老人いこいの家

東六郷老人いこいの家

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

元路上生活者地域生活安定支援事業

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

大田区老人いこいの家

平成20年4月～現在

平成22年4月～現在

平成22年4月～現在

平成23年4月～現在

平成23年4月～現在

平成23年4月～現在

平成24年4月～現在

平成25年4月～現在

平成27年4月～現在

平成21年4月～平成26年3月

平成23年4月～現在

平成5年4月～現在

名城公園宿泊所

京都市中央保護所

緊急一時宿泊施設・ 就労訓練事業

更生施設・ 緊急一時宿泊事業

隣保事業城北労働福祉センター・ 娯楽室

山谷対策越年越冬用施設

山谷対策越年越冬用施設

山谷対策越年越冬用準更生施設

路上生活者冬期臨時宿泊事業

路上生活者暫定自立支援センター

路上生活者冬期臨時宿泊事業

路上生活者自立支援センター

路上生活者緊急一時保護センター

路上生活者自立支援センター

路上生活者緊急一時保護センター

ホームレス地域生活移行支援事業

路上生活者緊急一時保護センター

路上生活者自立支援センター

路上生活者自立支援センター

更生施設

路上生活者自立支援センター

路上生活者自立支援センター

昭和51年12月～昭和53年12月

昭和51年～平成12年

昭和53年～平成11年

平成6年2月～平成12年

平成10年5月～平成10年10月

平成6年12月～平成14年3月

平成12年11月～平成17年10月

平成13年11月～平成18年10月

平成16年3月～平成21年3月

平成17年2月～平成22年1月

平成17年5月～平成21年3月

平成18年11月～平成23年10月

平成21年3月～平成26年3月

平成22年2月～27年1月

平成25年4月～現在

平成26年3月～現在

平成27年1月～現在

※（ 1）

※（ 2）

※（ 4）

※（ 5）

※（ 3）

※（ 7 ）

※（ 6 ）

社会福祉法人をと り まく 情勢と 課題を踏まえ、 有隣協会の理念を達成するために今後優先的に取り 組

む事項と 、 それを 実行する ための組織の強化方策、 事業展開を明ら かにするこ と を目的に、「 社会福

祉法人有隣協会の中期アク ショ ンプラン 平成 29 年度～平成 33 年度」 を策定し ます。 こ の中期アク

ショ ンプランは、 平成33年度までに取り 組む有隣協会の組織、 事業の各側面における「 課題」「 重点

テーマ」「 具体的に取り 組む事業」 を明ら かにするも のです。 今後、 こ の中期アク ショ ンプランを職員

一丸と なっ て実施し ていきますので、 皆さ まのご理解と ご協力をお願いし ます。

社会福祉法人をと り まく 情勢と 課題を

む事項と 、 それを 実行する ための

祉法人有隣協会の中期アク ショ ン

ショ ンプランは、

テーマ」「

一丸


